
2004/11/06 現在 

信大建築ポプラ倶楽部役員 
 
＜現役員 2004 年 11 月 6 日から 2006 年総会まで＞ 

会長 ：新井浩一(1) 
副会長 ：松林和彦(1)、内山卓太郎(8) 
幹事 ：西村 正(3)、唐沢 豊(4)、軽部正彦(4)、芝野茂輝(9) 
会計 ：渡辺芳宏(9)、森 一広（現役） 
監査 ：三浦 敦(6)、水嵜祐一(8) 
顧問 ：土本俊和教授 

 
＜役員 2002 年 11 月 9 日から 2004 年 11 月 6 日＞ 

会長 ：新井浩一(1) 
副会長 ：松林和彦(1)、菅野真里(2) 
幹事 ：西村 正(3)、塩入一臣(4)、想田尚孝(5)、内山卓太郎(8)、芝野茂輝(9) 
会計 ：渡辺芳宏(9)、佐々木武信(9)、森 一広（現役） 
監査 ：三浦 敦(6)、水嵜祐一(8) 
顧問 ：笹川明教授、土本俊和教授 

 
＜2004/11/06 東京総会実行委員会＞ 

新井 聡(8)、新井正見(2)、飯島知二(1)、井上浩司(10)、小野潤一郎(3)、軽部正彦(4)、佐

伯克志(6)、済藤哲仁(9)、清水一秋(1)、須原公人(10)、添野好一(7)、田口正俊(9)、西川

嘉雄(7)、半田勝己(14)、藤田哲也(7)、藤森伝一(8)、前久保真吾(1)、松浦由美(8)、松本

勝巳(2)、横矢吉弘(元助手) （五十音順） 
 
＜2002/11/09 信大建築同窓会準備委員会＞ 

新井浩一(1)、内山卓太郎(8)、佐々木武信(9)、塩入一臣(4)、芝野茂輝(9)、菅野麻里(2)、
想田尚孝(5)、西村 正(3)、松林和彦(1)、渡辺芳宏(9) （五十音順） 


	総則 
	第1条 本会は、信大建築ポプラ倶楽部と称する。 
	第2条 本会は、事務局を本会会長の自宅に置く。 
	第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、その社会的活動を相互支援するとともに、現役学生への支援や本学科の発展に寄与することを目的とする。 
	第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
	(1) 会報及び会員名簿の発行 
	(2) 総会、講演会、その他各種会合の開催 
	(3) 現役学生への援助及び協力 
	(4) その他、本会の目的達成上必要な事業 
	会員 
	第5条 本会は次に揚げる会員をもって構成する。 
	(1) 正会員 次のいずれかに該当するもの 
	① 信州大学工学部建築工学科及び社会開発工学科（建築コース）卒業者。 
	② 信州大学大学院工学系研究科社会開発工学専攻修了者。 
	③ 信州大学大学院工学系研究科博士前期課程社会開発工学（建築系分野）専攻、博士後期課程システム開発工学（建築系分野）専攻修了者。 

	(2) 特別会員 信州大学工学部建築工学科及び社会開発工学科（建築コース）の旧教官・旧職員並びに在職中の教官・事務職員（但し、正会員は除く） 
	(3) 学生会員 次のいずれかに該当するもの。 
	① 信州大学工学部社会開発工学科（建築コース）在学生。 
	② 信州大学大学院工学系研究科博士前期課程社会開発工学（建築系分野）専攻、博士後期課程システム開発工学（建築系分野）専攻、在学生。 


	第6条 会員は別に定める規定によって会費を納入する。 

	役員 
	第7条 本会は次の役員を置く。 
	(1) 会長 1名 
	(2) 副会長 2名 
	(3) 幹事 若干名 
	(4) 会計 2名 
	(5) 会計監査 2名 
	(6) 顧問 若干名 

	第8条 選出方法 
	(1) 会長は、正会員より幹事が推薦し、総会において承認される。 
	(2) 副会長および幹事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。 
	(3) 会計は、役員会内での互選により選出する。 
	(4) 会計監査は、役員会において正会員中より選出する。 
	(5) 顧問は、特別会員の中から会長がこれを委嘱する。 

	第9条 任期 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。 
	第10条 任務 
	(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。 
	(2) 副会長は会務を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 
	(3) 幹事は会務を掌握し、重要事項を審議する。 
	(4) 会計は、本会の会計を執行する。 
	(5) 会計監査は本会の会計を監査する。 
	(6) 顧問は本会に助言を行う。 


	会議 
	第11条 本会に総会、役員会を置く。 
	第12条 総会 
	(1) 総会は原則として年1回開催する。会長は必要に応じ臨時総会を開催できる。 
	(2) 次に揚げる事項は、総会の承認を得なければならない。 
	a） 会則の制定および改廃 
	b） 会費の変更 
	c） その他、役員会が必要と認めた事項 

	(3) 総会の議決は、出席会員の過半数を持って決し、賛否同数の場合は議長判断による。 

	第13条 役員会 
	(1) 役員会は会長、副会長、幹事、会計をもって構成する。 
	(2) 役員会は本会の事業の企画、運営にあたる。 
	(3) 役員会は本会の年間活動報告を行う義務を負う。 


	資産及び会計 
	第14条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。 
	(1) 会費 
	(2) 寄付金、その他の収入 

	第15条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 

	雑則 
	第16条 会員で氏名、住所、職場等に変更が生じた場合は、その都度事務局に連絡しなければならない。 
	第17条 本会の運営に関して必要な事項は、役員会の決議によって定めることができる。 

	附則 
	この会則は、平成14年11月9日から施行する。 
	この会則は、平成15年11月1日から施行する。 
	この会則は、平成16年11月6日から施行する。 


	（会計幹事） 
	1 本会の会計を運営するため会計幹事3名（うち１名は在学生代表）を置き、任期は一年とする。 

	（本会の会計） 
	2 本会の経理(以下経理という)は、会長の指示により総会に報告し、承認を求める。 

	（会費） 
	3 年会費は正会員3,000円とし、7ヵ年分会費（21,000円）を前納した者は10年会費納入者と取り扱う。また、共に正会員である夫婦2人分の年会費は、1名分の金額とする。 
	4 経理の項目は、収入の部と支出の部に大別し、次の項目に分ける。 
	収入の部 ①会費　②寄附金　③雑収入　④くりこし金 
	支出の部 ①総会費　②会議費　③通信費　④印刷製本費　⑤事務費　⑥事業費　⑦雑費　⑧予備費 

	細目の内容 
	収入の部 
	支出の部 







